
固定資産税に関する届出（こんな時にお届けください）

⃝所有者が死亡したとき
⃝未登記家屋の所有者が変わったとき
⃝家屋を取り壊したとき
⃝家屋を新築・増築したとき
⃝土地もしくは家屋の用途を変更したとき
⃝納税管理人を設定・変更・廃止するとき
⃝送付先の住所を変更するとき

原動機付自転車・軽自動車の登録・廃車
原付（125㏄以下）の登録・廃車、名義変更の手続
きの窓口は税務課になります。廃車はナンバープレー
ト（他市町村ナンバーでも可能）を返却してください。
なお、軽自動車については、軽自動車検査協会三重
事務所（津市TEL050-3816-1779）
または、桑名自家用自動車協会（桑名市TEL0594-
22-6797）で取り扱っています。

納税は口座振替で
口座振替で利用できる金融機関等は次のとおり
です。
（名称は、合併・統廃合等により変更となる場合があります。）
三重北農業協同組合、三菱UFJ銀行、百五銀行、三十三
銀行、桑名三重信用金庫、あいち銀行、大垣共立銀行、
十六銀行、東日本信用漁連、ゆうちょ銀行

令和7年度　町税納期限一覧表
税　　目 期　別 納　　期　　限

町 県 民 税

１　期 令和7年  6月30日（月）
２　期 9月  1日（月）
３　期 10月31日（金）
４　期 令和8年  2月  2日（月）

固定資産税

１　期 令和7年  4月30日（水）
２　期 7月31日（木）
３　期 12月25日（木）
４　期 令和8年  3月  2日（月）

軽自動車税 全　期 令和7年  6月  2日（月）

国民年金
20歳になったとき、厚生年金などを脱退したとき
は必ず届け出てください。
●持参するもの
　�年金手帳（基礎年金番号通知書）、厚生年金喪失
証明書

国民健康保険 加入・脱退の手続き
※必ず14日以内にすませましょう。
転入、転出、出産、死亡、転居、職場の健康保険に
加入したとき、その他異動のあった場合は、ただ
ちに住民課まで届出してください。
職場の健康保険に加入しても国民健康保険は自動
的に脱退されませんので必ずご自身で国民健康保
険を脱退する手続きをしてください。
◆国保に入るとき
他の市区町村から転入した日
（職場の健康保険などに加入して
いない場合）

転出証明書

職場の健康保険などをやめた日
（退職日の翌日）

健保などの
離脱証明書

子どもが生まれた日 母子健康手帳

加入の
届け出が
遅れると？

　被保険者になった時点（届け出日ではな
い）までさかのぼって保険料を納めなけれ
ばなりません。
　また、その間の医療費は全額自己負担に
なります。

◆国保をやめるとき
職場の健康保険などへ加入
した日の翌日

国保と健保など
両方の証明書

死亡した日の翌日 死亡を
証明するもの

やめる
届け出が
遅れると？

　資格がなくなったあと、国保を使って診
療を受けた場合、国保で負担した分の医
療費は返していただくことになります。ま
た、保険料が二重払いになってしまうこと
もあります。

戸籍・住民登録
届け出は必ず期間内に…
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出生届 ● 生まれた日から
  14日以内

転入届 ● 転入した日から
  14日以内

転居届 転居した日から
  14日以内

転出届 転出する日までに

死亡届 死亡の事実を知った日
から7日以内

※戸籍・住民登録の届出の際は、本人確認を行います。
個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カー
ド（官公署発行）などの顔写真付きの本人確認ができる
証明書をお持ちください。

印鑑　登録と証明
登録
印鑑は、私たちの財産と権利を守る大切なもので
す。登録するときは、自分自身で申請してくださ
い。また、代理申請の場合は、「代理人選人届」が
必要です。この場合は、文書照会をしますので即
日登録は出来ません。
●登録できる人
　木曽岬町に住民登録されている15歳以上の人。
●登録できる印鑑
　�印鑑の文字は、氏名・氏もしくは名で、印影の
大きさは、8ミリメートル以上25ミリメートル
以内のものとなっています。
●登録できない印鑑
　�同じ世帯で既に登録されているもの。他人のも
のと紛らわしいもの。印影が不鮮明なもの。ゴ
ム印、その他印材が変形しやすいものなど。
●持参するもの
　�印鑑、官公署の発行した顔写真付きの身分証明
書（個人番号カード、運転免許証、パスポート、
住基カード等）。

証明
印鑑証明が必要なときは、「印鑑登録証」のほか、
官公署の発行した顔写真付きの身分証明書（個人
番号カード・運転免許証、パスポート、住基カー
ド等）を必ずお持ちください。

各種税金についてのお問い合わせは

税務課 ☎0567-68-6102まで

各種届出についてのお問い合わせは

住民課 ☎0567-68-6103まで

必要なもの

必要なもの

税 務 課 住 民 課

　税及び国保料の納付、住民票や税の証明書の取得は、
　便利なコンビニで
コンビニエンスストアでも税等の納付及び証明書の取得ができます。
なお、証明書の取得にはマイナンバーカードが必要となります。
マイナンバーカードの申請については、住民課までおたずねください。

証明：�住民票、住民票記載事項証明書、印鑑証明書、所得証明書、課税証明書
納付：�個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料

納付情報の電子化により、
軽自動車の車検時の納税証明書の
提示は原則不要です!
※�納付後すぐに車検を受ける場合等は納税証明書が必
要な場合があります。
　なお、電話での納付状況の確認はご遠慮ください。



化粧品のビン、板ガラス、
電球、ガラス細工の置き
物、ガラスの食器類などは
資源ごみに出さないで不燃
ごみとして出してくださ
い。

乾電池・蛍光管・スプレー
缶は資源ごみと一緒に回収
します。回収時は指定の箱
に入れてください。
なお、スプレー缶は使い切
り、穴をあけずにプラスチ
ック部分を取り外して出し
てください。

資源ごみとして
出せないもの

乾電池・蛍光管・スプレ
ー缶の回収について

種　類 品　　　　目 注　意　事　項

●電池、燃料等は抜いて、指定のフレコンに入れてください。
●家電リサイクル法の対象４製品は対象外です。
●�パソコン、携帯電話等（データは必ず消去してください）は役場で回
収しています。直接役場住民課にお持ちください。

※缶類は、アルミ缶・スチール缶の2品目に分別して収集しています。
●中身を出して、水洗いしてください。
●アルミ缶とスチール缶に分けて、指定のフレコンに入れてください。
●お菓子の缶、海苔の缶などはスチール缶に入れてください。
●スプレー缶は、平成29年4月から分別方法が変更となりました。
　左の説明をご確認ください。

※ビン類は、透明・茶色・その他のビンの3品目に分別して収集しています。
●中身を出して、水洗いしてください。
●王冠やキャップは取り外してください。（ラベルはついたままで結構です）
　プラスチックのキャップ（プラスチック製容器包装）
　王冠・金属のキャップ（不燃ごみ）
●色分けして、指定のフレコンに入れてください。
●耐熱ガラス・板ガラス・コップ・化粧品のビンは入れないでください。（不燃ごみ）

※�紙類は、新聞紙・チラシ・雑誌（雑紙）・牛乳パック・段ボールの5品
目に分別して収集しています。

●新聞紙は、新聞紙のみ指定のフレコンに入れてください。
●チラシは、新聞広告のみ指定のフレコンに入れてください。
●�雑誌（雑紙）は、雑誌、書籍、新聞広告以外のチラシ、包装紙、ハガキ、
名刺、封筒、紙袋、プリント類など、指定のフレコンに入れてください。
●段ボールは、折りたたみ、ひもなどでまとめて出してください。
●牛乳パックは、よく洗い、ハサミで切り開いて乾燥させてから出してください。

●�靴下、ストッキング、下着、汚れのひどい作業着、じゅうたん、布団、
枕、ぬいぐるみ、座布団などの綿の入った物は対象外です。

●ボタン、チャック、金属などは、付けたままで結構です。
●タオル類も対象です。
●指定のフレコンに入れてください。

●ペットボトル（主に清涼飲料・酒類・しょう油の容器が対象となります。）
●中身はよく洗って出してください。
●キャップ・ラベルは取り外し、指定のアミ袋に入れてください。
　キャップ・ラベル（プラスチック製容器包装）

品　　　　目 注　意　事　項

●�家庭用発泡トレイのみです。（スーパーの惣
菜、生もの等の入ったトレイのみです。）

●色つきトレイも対象です。
●�仕出し用トレイ（割子等）、透明のトレイ、カ
ップメン、納豆の容器は対象外ですので、プ
ラスチック製容器包装として処理してくだ
さい。

●�紙ラベルなどは、取れる範囲で取り除いてく
ださい。

●�よく水洗いし、乾かしてから指定のアミ袋に
入れてください。

●�家庭用天ぷら油のみです。（オリーブオイル
も対象です。）

●ラード、バターなどは対象外です。
●�食油の入っていた容器に入れて出してくだ
さい。

※ビンや缶に入れて出さないでください。
※�廃食油以外（エンジンオイルなど）は出さな
いでください。

●�家庭用の台所用品が対象です。（鍋やフライパ
ン、ボウル、スプーンなどが対象です。）
●�アルミ、鉄、ステンレス等の金属類が対象で、
テフロン加工されたものも対象です。
●�よく水洗いし、回収時は段ボールなどに入れて
ください。
●�包丁、土鍋、ハサミ、ホーロー鍋、陶器などは
「不燃ごみ」として処理してください。

●�一般的にクワ、スコップ、かなづち、くぎ、
針金、スパナなどが対象です。（柄を取る必
要はありません。）

●フレコンに入れる必要はありません。
●�鎌、ノコギリなどは「不燃ごみ」として処理
してください。

家電リサイクル法の対象品

事業所・商店のごみ

出されても収集しません
家電リサイクル法の施行により、次の4製品については購入店か、対象家電品を
買い換えた際に、お店に引き取ってもらってください。
●家電リサイクル法の対象品
　テレビ・エアコン・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機

会社、商店、工場から出るごみは、自己処理をしてください。
町では回収いたしません。

●タイヤ・ホイール
●廃油
●建築廃材、大量の木くず等
●大量のゴム、農業用ビニール類等
●危険物、発火物、石油類等、消火器
　（販売店に返却、専門の業者に処分を依頼してください。）
●ドラム缶、厚鋼板（厚６㎜以上）、型鋼、電線類等

●�瓦礫（瓦、タイル等）、コンクリート製品、スレート板、建築廃
材等
●焼却灰、汚泥等（専門の業者に処分を依頼してください。）
●�オートバイ（原付自転車を含む）、農業用機械、ボイラー、ガス
ボンベ、温水器、太陽ヒーター、バッテリー、金属製建具等（販
売店などへ返却してください。）

町で
収集しないごみ

資源ごみ回収事業にご理解とご協力をお願いします。

ごみ・資源ごみの出し方についての
お問い合わせは

住民課 ☎68-6103まで

小型家電

缶類

ビン類

紙類

布類

ペットボトル

電気・電池で動くもの

アルミ缶 スチール缶

透明 茶色 その他のビン
（水色・緑色・黒色）

新聞

チラシ

雑誌
（雑紙） 段ボール

牛乳パック

衣類など

ペットボトル（上記のマークがあるもの）

トレイ

廃食油

台所用品

家庭用農具
家庭用大工用具

●資源ごみ回収（毎月第4日曜日実施）� 注）各地区の決められた時間、場所に分別して出してください。　注）輪心乃里でも回収しています。

「税務課」・「住民課」からのお知らせ（各種届出等）／「資源ごみ」の出し方



●成人保健事業等スケジュール
名　　　称 実　施　日 受付時間 場　　所 対　象　者 備　　　考

土曜がん検診
［肺・胃・大腸
子宮・乳（マンモ）］
（予約制：68-6119）

7月26日（土） 午前8：30～10：30 保健センター
一般成人
（20歳以上）

※�乳がん検診（マン
モ）は40歳以上女
性、乳がん検診（エ
コー）は20歳以上
女性、子宮がん検診
は20歳以上女性

肺（X線）� 200円
肺（喀痰）� 600円
胃� 1,100円
大腸� 500円
乳（マンモ）� 1,200円
乳（エコー）� 1,000円
子宮� 1,100円

※�詳細は広報誌の折込
案内をご確認くださ
い。
　（セット割引あり）

がん検診
［肺・胃・大腸
子宮・乳（マンモ・
エコー）］
（予約制：68-6119）

8月29日（金） 午前8：30～10：30 保健センター

日曜がん検診
［肺・胃・大腸
子宮・乳（マンモ）］
（予約制：68-6119）

10月12日（日）午前8：30～10：30 保健センター

個別がん検診
（予約制：
� 希望の医療機関へ）

令和6年5月

～

令和7年1月
各医療機関へご確認く
ださい。

伊藤医院
（68-3380）

一般成人
（受診可能な検診）
大腸／前立腺

肺（X線）� 200円
肺（X線＋喀痰）� 800円
胃� 1,800円
大腸� 400円
乳（マンモ）� 1,200円
子宮� 900円

伊勢湾岸
クリニック
（68-7230）

一般成人
（受診可能な検診）
胃／大腸／肺／乳／
子宮／前立腺

健康相談・栄養相談
（予約制：68-6119） 随時 随時 保健センター 一般成人（希望者）

持参物：健診結果票
※�3日前までに保健セン
ターまで

こころの健康相談
ひきこもりの相談 随時 随時 保健センター 一般成人（希望者）

　　　　　
　　　　　
　　　　　

大人カウンセリング
（予約制：68-6119） 木曜日 随時 保健センター 一般成人（希望者） 臨床心理士による相談

です。

●特定健康診査スケジュール
名　　　称 実　施　日 受　付　時　間 場　　所 対　象　者 備　　　考

国保特定健康診査並
びに後期高齢者健康
診査（集団健診）
（予約制：68-6119）

8月18日（月）
� 　20日（水）
� 　21日（木）

午前8：30～10：30
保健センター

20歳～74歳の国保
加入者及び75歳以上
の後期高齢者医療広
域連合加入者

受診券等をお持ちくだ
さい。
※�受診券が届きました
ら、早めに保健センタ
ーへお申し込みくだ
さい。　〃　（胃がん含む） 8月19日（火） 午前8：00～10：30 ��〃�（胃がん申込者）

●献血スケジュール
実　施　日 時　　　間 場　　　所 備　　　考

5月14日（水）
午後� 1：30～� 2：30 伊勢湾岸クリニック前駐車場 輸血時の副作用を避けるため､ 400cc献血

でお願いしています｡
そのため、対象者は男女とも体重50㎏以上
の方で､ 男性17歳・女性18歳から64歳まで
の健康な方、前回の採血から男性で3ヶ月、
女性で4ヶ月以上経過した方となります｡

午後� 3：15～� 4：30 保健センター

9月10日（水）
午後� 1：30～� 2：30 伊勢湾岸クリニック前駐車場

午後� 3：15～� 4：30 保健センター

●母子保健事業スケジュール
名　称 実　施　日 受付時間 場所 対　象　者 備　　考

1歳半健診
3歳半健診

� 4月� 3日（木）

午後
1：15～2：15 保健センター

R5.9･10月生／ R3.9･10月生

各年齢の発育・発達を
確認するための大切な
健診です｡ 必ず受けま
しょう｡

� 6月� 5日（木） R5.11・12月生／ R3.11・12月生

� 8月� 7日（木） R6.1･2月生／ R4.1･2月生

10月� 2日（木） R6.3･4月生／ R4.3･4月生

12月� 4日（木） Ｒ6.5･6月生／ R4.5･6月生

� 2月� 5日（木） Ｒ6.7･8月生／ R4.7･8月生

のびのび指導室

� 4月� 8日（火）

午前
9：30～10：30 保健センター

Ｒ6.12月・Ｒ7.1月生

月齢に応じた発育・発
達の確認･発達を促す
指導・むし歯予防のた
めの指導を行います｡
必ず受けましょう｡

� 6月10日（火） Ｒ7.2･3月生

� 8月12日（火） Ｒ7.4･5月生

10月14日（火） Ｒ7.6･7月生

12月� 9日（火） Ｒ7.8･9月生

� 2月10日（火） Ｒ7.10･11月生

歯っぴい指導室

� 5月15日（木）

午後
1：30～2：30 保健センター

Ｒ6.7･8月生

� 7月17日（木） Ｒ6.9･10月生

� 9月18日（木） Ｒ6.11･12月生

11月20日（木） Ｒ7.1･2月生

� 1月15日（木） Ｒ7.3･4月生

� 3月19日（木） Ｒ7.5･6月生

もぐもぐ教室

� 5月13日（火）
午前

9：45～10：00
（午前11:30頃
終了予定）

保健センター

Ｒ6.11月～Ｒ7.1月生

離乳食の作り方・
メニュー紹介をします｡

� 8月� 5日（火） Ｒ7.2月～4月生

11月11日（火） Ｒ7.5月～7月生

� 2月� 3日（火） Ｒ7.8月～10月生

チャイルドケア
講座・交流会

� 7月� 4日（金）
午前

10:30～12：00 保健センター

Ｒ6.11月～Ｒ7.4月生 助産師による乳児揺さ
ぶられ症候群の講義を
聴き、参加者間の情報
交換会・交流会を行い
ます。

� 1月16日（金） Ｒ7.5月～10月生

母乳相談
（予約制：68－6119）

偶数月に1回
日付はカレンダ
ー内に記載

午前
10：00～11：00 保健センター 妊娠中～卒乳前後の方

助産師が、母乳育児に
関する・アドバイス・
マッサージ等を行いま
す。

すこやか相談
（予約制：68－6119）

第3金曜日
（8月は第4金曜日）
（3月は第2金曜日）

午後
1：30～2：30 保健センター 乳児とその保護者

身体計測・乳幼児の健
康やしつけ、食事に関
する相談を行います｡育児相談

（予約制：68－6119）
第3金曜日

（8月は第4金曜日）
（3月は第2金曜日）

午後
2：30～3：30 保健センター 幼児とその保護者

すくすくひろば
第2木曜日

（4月はお休み）
（8月は第4木曜日）

午前
10：00～10：30
（午前11：30頃
終了予定）�

保健センター 1歳半健診受診後から全8回 ダンスや手遊び等を先
生と一緒に行います。

ブックスタート

� 6月11日（水）
午後

2：30～3：30 図書館

Ｒ6.9月～12月生
絵本の読み聞かせと絵
本のプレゼントがあり
ます。

10月� 8日（水） Ｒ7.1月～4月生

� 2月18日（水） Ｒ7.5月～8月生

※各種教室・健診・相談等は町内に住所を有する方に限られます。

●各 種 相 談 日 程
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考

行政相談 25日 23日 ── 25日 25日 ── 24日 25日 25日 23日 ── 25日 総務政策課
人権相談 25日 23日 2日 25日 25日 25日 24日 25日 25日 23日 25日 15日 住民課
心配ごと相談 ── 23日 ── 25日 ── 25日 ── 25日 ── 23日 ── 25日 社会福祉協議会法律相談（予約制） 25日 25日 25日 24日 25日 25日

　時間：9：00～11：30（行政相談・人権相談・心配ごと相談）、9：30～11：30（法律相談）
　場所：木曽岬町福祉・教育センター　　※3月の人権相談は時間と場所が異なります。広報きそさきをご確認ください。
　法律相談（予約制）予約先：木曽岬町社会福祉協議会（電話0567-68-2760）

子ども・健康課 各事業についてのお問い合わせは
保健センター ☎0567-68-6119 保健師まで



6月27日（金）、10月24日（金）、
1月23日（金）

9：30～　1日4件程度
お子さんの発達検査を行います。これを
通して家庭や学校など日頃の生活の中
で、お子さんをどう支えていけばい
いかを、アドバイスします。療育
手帳の判定等も行います。

毎週月曜日～金曜日　午前
第2金曜日休み

福祉・教育センター（左図）
子育て中の親子の遊び場です。毎日たくさ
んの親子で賑わっています。ぜひ気軽にの
ぞいてみてください。日程は毎月子育て
サロンで配布するお知らせ・木曽岬
町配信メール・スケジュールを

ご覧ください。

　木曽岬町では、安心して妊娠・出産・子育てができるよう、「こども家庭センター」を保健セ
ンター内に設置しました。こども家庭センターは「子育て世代包括支援センター」や「こども相
談・子育て支援センター」等の機能を併せ持ち、お子さんに関わるさまざまな相談に応じ、途切
れない支援を行うための「ワンストップ窓口」です。子育てが大変な時、つらい時、不安や悩み
がある時は、一人で抱え込まずにこども家庭センターへご連絡ください。

こども家庭センターは、妊産婦さんや子どもとその家庭の
さまざまな相談に応じる「ワンストップ窓口」です！

妊娠前から
子育てまで

発達相談

子育てサロン

ことばの相談
言語訓練

臨床心理士による
カウンセリング

育児相談
ふれあいコーナー

木曜日 9：30～ 1日5件程度
発達や学力の遅れが心配、学校などに
行くのを嫌がる、いじめが心配、喧嘩
が多いなど、お子さんの困りごとに関
する相談に、心理の専門家がお応え
します。※予約は保健センター
（68-6119）まで

保健センターに常駐している保健師
または保育士に、気軽に声をかけてく
ださい。どんなことでもご相談にのりま
す。
ロビーに絵本やおもちゃのふれあい
コーナーが設置されていますの
で、自由にご利用ください。

奇数月　第3水曜日
13：30～　1日3件程度

発音や言葉の遅れが心配なお子さんの
ご相談に応じ、個別訓練を行います。

木曽岬町こども
� 家庭センター　

「木曽岬町こども家庭センター」ってどこにあるの？

いつやってるの？

どんな人がいるの？

どんなことを行っているの？

木曽岬町保健センター内
にあります。

平日（月～金曜日）の8：30～17：00です。

保健師及び保育士・栄養士が常駐しています。
臨時で、臨床心理士・助産師等の専門家が相談や支援
を行っています。

① 妊娠・出産・子育てに関する相談や支援
② 子どもの発達や学力の遅れに関する相談･支援
③   子育て中の方が気を休めたり、楽しんだりする場

の提供
④   子ども虐待及び配偶者からの暴力に関する相談・

支援
⑤   不登校や思春期の子どもへの対応など、子どもに

関する全ての相談・支援

予約制 予約制

予約制

相談所 保健センター 子育て支援センター
子育て世代包括支援センター

民生
児童委員

地域の
人達

民間の
虐待相談

病院

学校

こども園 警察 ボランティア

「木曽岬町こども家庭センター」は、
地域のさまざまな力をつなぎ、木曽岬町の親子を守る役割をします。

（木曽岬町保健センター内）
〒498-8503 木曽岬町大字西対海地251
☎0567－68－6119

「木曽岬町こども家庭センター」

「子ども・健康課」からのお知らせ（各種相談・教室等）／「木曽岬町こども家庭センター」について



予防接種ってなあに!?
　子どもや高齢者は病気にかかりやすく、また、かかると重くなることがありま
す。それらの病気からからだを守るために役立つのが予防接種です。
　現在の予防接種は「受けるように努めなければな
らない」と定められています。ご本人の体調や体質
にあわせて、接種できるようになっています。
　接種の対象の年齢になったら、できるだけ早く、
体調の良いときに受けてください。

予防接種の種類
予防接種には定期接種と任意接種があります。
●定期接種…必ず受けましょう。

　予防接種法によって定められている予防接種。法律で定めら
れた年齢内で原則、無料で受けられます。
　乳幼児対象のロタウイルス、B型肝炎、小児肺炎球菌、五種
混合（DPT-IPV-Hib）、BCG、麻しん風しん（MR）、水痘、日本
脳炎、二種混合（DT）、子宮頸がん予防ワクチン（HPV）など。
その他、高齢者対象のインフルエンザ、高齢者肺炎球菌、新型
コロナ、帯状疱疹も対象年齢により、定期接種となりますが義
務はありません。

●任意接種…有料ですができるだけ受けましょう。
　予防接種法で定められていない予防接種や定められた期間を
過ぎて受ける定期接種。費用は医療機関によって異なります。
　おたふくかぜ予防接種は、木曽岬町では１歳以上３歳未満の
方に1人1回限り3,000円の助成が受けられます。
　子どもインフルエンザ予防接種は、1歳～小学6年2,000円×
2回、中学1年～高校3年相当2,000円×1回、点鼻薬（2歳～高
校3年相当）2,000円×1回の助成が受けられます。

　予防接種を受ける際は、事前に受けるワクチンについて理解し、体調を整
え、医師の指示に従いましょう。接種後は接種部位の異常な反応や体調の変
化に注意し、みられた場合は速やかに医師に診てもらいましょう。

地域包括支援センターとは？
　高齢者や障がいをお持ちの皆さんが、住み慣れた地域で、その人らしく安心して暮らし続けることができる

ように、介護・福祉・健康・医療などさまざまな方面から 総合的に皆さんを支える機関です。
相談に関する費用は無料です。電話でも相談をお受けします。
●高齢者の方

※主な業務は、総合相談、介護予防ケアマネジメント、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメントを行っています。
　また、認知症に関する相談や在宅で過ごすための相談（在宅医療・介護連携）もお受けしています。

●障がいをお持ちの方
※障害福祉サービスを利用するときや生活で困ったときに相談を受けています。
　障害福祉サービスを利用するときに「サービス等利用計画」をつくり、生活全体を支援します。

●成年後見制度中核機関です。
　成年後見制度の利用を必要とする本人やその家族からの相談に応じています。

地域包括支援センターでは、よくこんなご相談を受けます

どのようなことでも、どこへ相談していいかわからないことも、とりあえず、話してみてください。ご一緒に考えます。

地域包括支援センターはここにあります

保健センター 福祉・教育センター

入口 役場庁舎

役場駐車場

予防接種について 地域包括支援センター

予防接種についてのお問い合わせは

木曽岬町保健センター ☎0567-68-6119
保健師まで

地域包括支援センターのお問い合わせは

木曽岬町
地域包括支援センター

☎0567-68-8183
〒498-8503
三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地250番地

（福祉・教育センター内 1階）

●三重県救急医療情報センター
　（コールセンター）
※救急車は利用できません
　診察中の医療機関を案内しています。

☎059-229-1199●火事と
　救急は
場所と状況を…119

おち
つい
て

はっき
りと

い い　救　急

　○○さん
物忘れが目立つようになってき
た、以前と様子が変わってきて　
大丈夫かな？心配・・・。

運転免許を返納してから、
出かけることがなく家に閉
じこもって心配・・・。

介護保険のサービスを
利用するにはどうした
らいいの・・・。

足腰が弱ってきて、身の回り
のことが自分で難しくなって
きた・・・。

地域包括支援センターには、
福祉、医療、介護関係の専門職がおります
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●主な町内施設の電話番号
施設名　　　　　　　　　　　　　　　電話
●町役場　総務政策課� ☎68-6100
　　　　　危機管理課� ☎68-6101
　　　　　税務課� ☎68-6102
　　　　　住民課� ☎68-6103
　　　　　福祉課� ☎68-6104
　　　　　子ども・健康課（保健センター）�☎68-6119
　　　　　産業課� ☎68-6105
　　　　　建設課� ☎68-6106
　　　　　会計課� ☎68-6107
　　　　　議会事務局� ☎68-6108
　　　　　教育委員会� ☎68-1617
　　　　　夜間・休日電話� ☎40-9008
●保健センター� ☎68-6119
　（木曽岬町こども家庭センター）

市外局番（0567）
施設名　　　　　　　　　　　　　�電話
●木曽岬町地域包括支援センター� ☎68-8183
　（在宅医療・介護連携支援センター）
●ふれあいの里（社会福祉協議会）� ☎68-2760
●輪心乃里� ☎68-3456
●木曽岬町シルバー人材センタ－� ☎68-5333
●小学校� ☎68-8051
●中学校� ☎68-8039
●こども園� ☎68-5718
●三重北農業協同組合木曽岬支店� ☎68-8141
●木曽岬町商工会館（ふるさと創生ホール）� ☎68-1183
●木曽岬駐在所� ☎65-3635
●木曽岬郵便局� ☎68-1902
●東部地区クリーンセンタ－� ☎68-5411
●在宅介護支援センターすいせん� ☎68-6565
●学童保育所クローバー� ☎69-0388

施設名／電話 利用できない日 利用内容

●図書館
　☎40-9010

毎週月曜日
(祝日の際は翌火曜日）
毎月最終木曜日
12月29日～翌年の1月3日
特別整理期間

読書、各種学習、調査等
※開館時間
　火～木　AM10：00～ PM6：00
　金　　　正午～ PM8：00
　土日祝　AM9：00～ PM5：00

●町民ホール 毎週月曜日
12月28日～翌年の1月4日

各種文化活動等
※開館時間　AM9：00～ PM9：00

●北部公民館
　☎67-2276

毎週月曜日、祝日
12月28日～翌年の1月4日

各種会議、公民館講座
団体の料理教室

●文化資料館 毎週月～土曜日
12月28日～翌年の1月4日 町資料等の展示

●町体育館
　☎68-3588 12月28日～翌年の1月4日 バレーボール、インディアカ

バドミントン、バスケットボール、卓球等
●グルービーパーク木曽川グランド部 〃 軟式野球、サッカー、グラウンドゴルフ等

●グルービーパーク木曽川公園部 年中無休
デイキャンプ等（申込不要）
※河川敷入口鍵の開閉時間
　AM8：30～ PM7：00（3月1日～10月31日）
　AM8：30～ PM5：00（11月1日～2月末日）

●鍋田川ソフトボール場 12月28日～翌年の1月4日 ソフトボール
●鍋田川テニス場 〃 テニス
●源緑輪中ちびっこ広場 年中無休 ミニサッカー、グラウンドゴルフ等
●小学校ナイター施設 12月28日～翌年の1月4日 サッカー、ソフトボール等
●武道館 〃 剣道、柔道、レスリング等
●中学校体育館 〃 バレーボール、インディアカ等
●ふれあいの里
　☎68-2760

毎週日曜日、第1・3・5土曜日、
祝日、12月28日～翌年の1月4日

ちょこっとラウンジ、卓球等
AM9:00～ PM4:00

（注）1. 各施設とも町、教育委員会の行事や学校の授業等に使用するときは、利用できません。
　　2. 申込・お問い合わせ先：教育委員会（☎0567-68-1617）まで
　　　※グルービーパーク木曽川公園部については建設課（☎0567-68-6106）まで
　　3. グルービーパーク木曽川公園部については集会等のように一定区画を独占的に利用する場合、許可が必要です。

【登録方法】
右記QRコードからサイトにアクセスするか、
「t-kisosaki@sg-p.jp」に空メールを送信�
してください。

木曽岬町メール配信サービス
登録は簡単で、どこにいても
町の情報が確認できます。

木曽岬町
ホームページ https://www.town.kisosaki.lg.jp/

「予防接種」・「地域包括支援センター」について／「町内施設」のご案内


